
 

利用料 

（１）介護老人保健施設の利用料  

入所者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、入所者からお支払いいただ

く「入所者負担金」は、介護保険負担割合証の負担割合相当額です。ただし、介護保険給付の支給限度

額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

ア．基本利用料：強化型 （カッコ内は単位数）          地域単価 １０．２７円 

介護保健施設サービス費（１日） 

入所者の 

要介護度 

従来型個室 多床室（４人部屋） 

基本利用料 

 

入所者負担金 

※（注1）参照 基本利用料 

 

入所者負担金 

※（注1）参照 

1割負担 
2割負担 

（3割負担） 
1割負担 

2割負担 

（3割負担） 

要介護１ 
8,092円 

（788） 
809円 

1,618円 

（2,427円） 

8,945円 

（871） 
895円 

1,789円 

（2,684円） 

要介護２ 
8,863円 

（863） 
886円 

1,773円 

（2,659円） 

9,725円 

（947） 
973円 

1,945円 

（2,918円） 

要介護３ 
9,530円 

（928） 
953円 

1,906円 

（2,895円） 

10,413円 

（1,014） 
1,041円 

2,083円 

（3,124円） 

要介護４ 
10,115円 

（985） 
1,012円 

2,023円 

（3,035円） 

11,009円 

（1,072） 
1,101円 

2,202円 

（3,303円） 

要介護５ 
10,680円 

（1,040） 
1,068円 

2,137円 

（3,204円） 

11,553円 

（1,125） 
1,155円 

2,311円 

（3,466円） 

イ．基本利用料：基本型 （カッコ内は単位数）            地域単価 １０．２７円 

介護保健施設サービス費（１日） 

入所者の 

要介護度 

従来型個室 多床室（４人部屋） 

基本利用料 

 

入所者負担金 

※（注1）参照 基本利用料 

 

入所者負担金 

※（注１）参照 

1割負担 
2割負担 

（3割負担） 
1割負担 

2割負担 

（3割負担） 

要介護１ 
7,363円 

（717） 
737円 

1,474円 

（2,211円） 

8,144円 

（793） 
815円 

1,630円 

（2,445円） 

要介護２ 
7,836円 

（763） 
784円 

1,568円 

（2,352円） 

8,657円 

（843） 
866円 

1,732円 

（2,598円） 

要介護３ 
8,503円 

（828） 
851円 

1702円 

（2,553円） 

9325円 

（908） 
933円 

1,866円 

（2,799円） 

要介護４ 
9,068円 

（883） 
907円 

1,814円 

（2,721円） 

9,869円 

（961） 
987円 

1,974円 

（2,961円） 

要介護５ 
9,571円 

（932） 
958円 

1,916円 

（2,874円） 

10,393円 

（1012） 
1,040円 

2,080円 

（3,120円） 

注１） 上記の基本利用料は、単位数×地域単価。これは厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定され

た場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面で

お知らせします。介護保険負担割合の基準については市町村が発行する「介護保険負担割合証」にてご確認く

ださい。 



 

注２） ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきま

す。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いと

なる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付し

ます。 
 

 

イ．加算 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 
加算額 

基本利用料 入所者負担金 

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算 

（Ⅰ） 

基本型老健施設において、在宅復帰・在宅療養

支援等指標（最高値:９０）が４０以上の場合 
524円/日 

1 割  5 3 円 / 日 

２ 割  1 0 6 円 / 日 

３ 割  1 5 9 円 / 日 

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算 

（Ⅱ） 

在宅強化型老健施設において、在宅復帰・在宅

療養支援等指標（最高値:９０）が７０以上の場合 
524円/日 

1 割  5 3 円 / 日 

２ 割  1 0 6 円 / 日 

３ 割  1 5 9 円 / 日 

初期加算（Ⅰ） 

入所後30日間に限って算定 

(急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入

院後30日以内に退院し、入所した場合) 
617円/日 

１ 割  6 2 円 / 日 

２ 割  1 2 4 円 / 日 

３ 割  1 8 6 円 / 日 

初期加算（Ⅱ） 入所後３０日以内の期間で算定 309円/日 

１ 割  3 1 円 / 日 

２ 割  6 2 円 / 日 

３ 割  9 3 円 / 日 

短期集中 

リハビリテーション加

算（Ⅰ） 

新規入所者(老健を除く)に入所後3ヶ月以内で集

中的なリハビリを行い1ヶ月に1回以上ADL等を

評価し、厚労省にデータを提出した場合 

（1日1回２０分。週に３日～６日を希望で選択可） 

2,650円/日 

１ 割  2 7 0 円 / 日 

２ 割  5 4 0 円 / 日 

３ 割  8 1 0 円 / 日 

短期集中 

リハビリテーション加

算（Ⅱ） 

新規入所者（老健からの入所を除く）に、入所し

た日から３ヶ月以内で算定 

（1日1回２０分。週に３日～６日を希望で選択可） 

2,054円/日 

１ 割  2 1 0 円 / 日 

２ 割  4 2 0 円 / 日 

３ 割  6 3 0 円 / 日 

認知症短期集中 

リハビリテーション 

実施加算（Ⅰ） 

認知症であると医師が判断した場合に、生活機

能の改善の為集中的なリハビリテーションを行っ

た場合（1日１回２０分。週３回。入所して３ヶ月以

内の間で算定） 

入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施

設等を訪問し、把握した生活環境を踏まえたリハ

ビリテーション計画を作成した場合 

2,465/日 

１ 割  2 4 7 円 / 日 

２ 割  4 9 4 円 / 日 

３ 割  7 4 1 円 / 日 

認知症短期集中 

リハビリテーション 

実施加算（Ⅱ） 

認知症であると医師が判断した場合に、生活機

能の改善の為集中的なリハビリテーションを行っ

た場合（1日１回２０分。週３回。入所して３ヶ月以

内の間で算定） 

1,233円/日 

１ 割  1 2 4 円 / 日 

２ 割  2 4 8 円 / 日 

３ 割  3 7 2 円 / 日 

リハビリテーション 

マネジメント計画書 

情報加算（Ⅰ） 

入所者ごとにリハビリテーション計画書の内容等

を厚労省に提出した場合 
544円/月 

１ 割  5 5 円 / 月 

２ 割  1 1 0 円 / 月 

３ 割  1 6 5 円 / 月 

リハビリテーション 

マネジメント計画書 

情報加算（Ⅱ） 

医師、リハビリ職が協働し、リハビリテーションの

質を管理しており、かつ、厚労省へデータを提出

した場合 
339円/月 

１ 割  3 4 円 / 月 

２ 割  6 8 円 / 月 

３ 割  1 0 2 円 / 月 

協力医療機関 

連携加算(Ⅰ) 

(令和R7年度から) 

協力医療機関との間で、相談対応、診療体制、

入院受け入れ体制を確保している場合 
513円/月 

１ 割  5 2 円 / 月 

２ 割  1 0 4 円 / 月 

３ 割  1 5 6 円 / 月 



 

協力医療機関 

連携加算(Ⅱ) 

(令和R7年度から) 

(Ⅰ)の一定の要件を満たしていない場合 52円/月 

１ 割  6 円 / 月 

２ 割  1 2 円 / 月 

３ 割  1 8 円 / 月 

かかりつけ医連携薬

剤調剤加算（Ⅰ）イ 

入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた

入所者について、入所前の主治医と連携して薬

剤を評価・調整し、かつ、療養上必要な指導を行

った場合 

1,437円/回  

（退所時） 

１ 割  1 4 4 円 / 回 

２ 割  2 8 8 円 / 回 

３ 割  4 3 2 円 / 回 

かかりつけ医連携薬

剤調剤加算（Ⅰ）ロ 

入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた

入所者について、施設において薬剤を評価及び

調整し、かつ、療養上必要な指導を行った場合 

719円/回 

(退所時) 

１ 割  7 2 円 / 回 

２ 割  1 4 4 円 / 回 

３ 割  2 1 6 円 / 回 

かかりつけ医連携薬

剤調剤加算（Ⅱ） 

（Ⅰ）に加え、厚労省へデータを提出し、他薬物

療法の適切かつ有効な情報を活用している場合 

2,465円/回 

 （退所時） 

１ 割  2 4 7 円 / 回 

２ 割  4 9 4 円 / 回 

３ 割  7 4 1 円 / 回 

かかりつけ医連携薬

剤調剤加算（Ⅲ） 
（Ⅱ）に加え、１種類以上、減薬を行った場合 

1，027円/回  

（退所時） 

１ 割  1 0 3 円 / 回 

２ 割  2 0 6 円 / 回 

３ 割  3 0 9 円 / 回 

自立支援促進加算 

医師が入所者ごとに自立支援のための医学的

評価を行い、自立支援計画を作成しデータを厚

労省へ提出した場合 
3,081円/月 

１ 割  3 0 9 円 / 月 

２ 割  6 1 8 円 / 月 

３ 割  9 2 7 円 / 月 

科学的介護推進 

体制加算（Ⅰ） 

厚労省へのデータ提出とフィードバックの活用に

よりケアの質の向上を図る取り組みを推進した

場合 
411円/月 

１ 割  4 2 円 / 月 

２ 割  8 4 円 / 月 

３ 割  1 2 6 円 / 月 

科学的介護推進 

体制加算（Ⅱ） 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）の情報提供に加

え、心身、疾病状況の情報を厚労省へ提出した

場合 
617円/月 

１ 割  6 2 円 / 月 

２ 割  1 2 4 円 / 月 

３ 割  1 8 6 円 / 月 

認知症ケア加算 

【 ３ 階 に 入 所 さ れ た 方 】 

「自立度判定基準」によるランクに該当し、医師

が認知症専門棟における処遇が適当であると認

めた方に対して算定 

781円/日 

１ 割  7 9 円 / 日 

２ 割  1 5 8 円 / 日 

３ 割  2 3 7 円 / 日 

排せつ支援 

加算（Ⅰ）  

排泄に介護を要する入居者ごとに要介護状態の

軽減の見込みについて、医師、看護師が入所時

に評価し定期的に評価を行い厚労省へデータを

提出した場合 

103円/月 

１ 割  1 1 円 / 月 

２ 割  2 2 円 / 月 

３ 割  3 3 円 / 月 

排せつ支援 

加算（Ⅱ） 

排泄支援加算（Ⅰ）に加え、入所時に比べ排尿、

排便状態の一方が改善しもしくは、おむつの使

用が使用なしに改善した場合 

又は入所時に尿道カテーテルが留置されていた

者について、抜去された場合。 

154円/月 

１ 割  1 6 円 / 月 

２ 割  3 2 円 / 月 

３ 割  4 8 円 / 月 

褥瘡マネジメント 

加算（Ⅰ） 

褥瘡発生リスクについて、施設入居時に評価し

褥瘡ケア計画を作成するとともに、3か月に1回評

価を行い、厚労省へデータを提出した場合 

31円/月 

１ 割  4 円 / 月 

２ 割  8 円 / 月 

３ 割  1 2 円 / 月 

褥瘡マネジメント 

加算（Ⅱ） 

（Ⅰ）に加え、褥瘡の認められた入所者等につい

て、当該褥瘡が治癒したこと、又は入所時に褥瘡

があった入所者について褥瘡が発生しない場合 

134円/月 

１ 割  1 4 円 / 月 

２ 割  2 8 円 / 月 

３ 割  4 2 円 / 月 

栄養マネジメント 

強化加算 

低栄養状態のリスクが高い入所者に対して医師

、管理栄養士、看護師等が協働して作成した栄

養ケア計画に従い、食事の観察を定期的に行っ

た場合 

113円/日 

１ 割  1 2 円 / 日 

２ 割  2 4 円 / 日 

３ 割  3 6 円 / 日 

療養食加算 
厚生労働大臣が定める療養食の提供が行われ

た場合（１日３回を限度） 
62円/回 

１ 割  7 円 / 回 

２ 割  1 4 円 / 回 

３ 割  2 1 円 / 回 



 

経口維持加算(Ⅰ) 

誤嚥を認める入所者に、歯科医師の指示で、多

職種が共同して食事の観察及び会議等を行い、

管理栄養士が経口維持計画を作成し栄養管理

を行った場合 

4,108円/月 

１ 割  4 1 2 円 / 月 

２ 割  8 2 4 円 / 月 

３割  1 , 2 3 6円 /月 

経口維持加算(Ⅱ) 

経口維持加算（Ⅰ）を算定していることを条件に、

食事の観察及び会議等に歯科医師、歯科衛生

士が加わった場合 

1,027円/月 

１ 割  1 0 3 円 / 月 

２ 割  2 0 6 円 / 月 

３ 割  3 0 9 円 / 月 

口腔衛生管理加算 

（Ⅰ） 

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者

に対し口腔ケアを月2回以上行った場合。かつ、

歯科衛生士が口腔ケアについて介護職員に対し

技術的助言及び指導を行った場合 

924円/月 

１ 割  9 3 円 / 月 

２ 割  1 8 6 円 / 月 

３ 割  2 7 9 円 / 月 

口腔衛生管理加算 

（Ⅱ） 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）に加え、厚労省へデータ

を提出した場合 
1,129円/月 

１ 割  1 1 3 円 / 月 

２ 割  2 2 6 円 / 月 

３ 割  3 3 9 円 / 月 

所定疾患施設療養費 

（Ⅰ） 

肺炎等、厚生労働大臣の定める治療を必要とす

る状態となった入居者に対し、診断および診断に

至った根拠を診療録に記載し、治療管理として投

薬、検査、注射、処置等行った場合（７日を限度） 

2,454円/日 

１ 割  2 4 6 円 / 日 

２ 割  4 9 2 円 / 日 

３ 割  7 3 8 円 / 日 

所定疾患施設療養費 

（Ⅱ） 

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、 

慢性心不全の急性憎悪に該当する入居者に対

し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が

行われ、診療録に記録された場合（月1回連続す

る10日を限度）。及び医師が感染症に関する研

修を受講した場合 

4,930円/日 

１ 割  4 9 3 円 / 日 

２ 割  9 8 6 円 / 日 

３割  1 , 4 7 9円 /日 

入所前後 

訪問指導加算（Ⅰ） 

居宅等を訪問して退所を念頭においた 

ケアプランを作成した場合（一回を限度） 
4,622円/回 

１ 割  4 6 3 円 / 回 

２ 割  9 2 6 円 / 回 

３割  1 , 3 8 9円 /回 

入所前後 

訪問指導加算（Ⅱ） 

上記に加え、生活機能の改善目標及び退所後も
含めた切れ目ない支援計画を作成した場合 4,930円/回 

１ 割  4 9 3 円 / 回 

２ 割  9 8 6 円 / 回 

３割  1 , 4 7 9円 /回 

退所時情報提供加算 

（Ⅰ） 

退所時、主治医等に対して、診療状況、身体状
況、生活歴等を示す文章を添えて紹介した場合 

5,135円/回 

１ 割  5 1 4 円 / 回 

２割  1 , 0 2 8円 /回 

３割  1 , 5 4 2円 /回 

退所時情報提供加算 

（Ⅱ） 

退所時、医療機関に対して、診療状況、身体状

況、生活歴等を示す文章を添えて紹介した場合 
2,568円/回 

１ 割  2 5 7 円 / 回 

２ 割  5 1 4 円 / 回 

３ 割  7 7 1 円 / 回 

退所時栄養情報連携

加算 

管理栄養士が、退所先の医療機関に対して栄養

管理に関する情報を提供した場合。 
719円/回 

１ 割  7 2 円 / 回 

２ 割  1 4 4 円 / 回 

３ 割  2 1 6 円 / 回    

入退所前連携加算 

（Ⅰ） 

居宅介護支援事業者と入所前から連携し、情報

提供、サービス調整を行った場合 
6,162円/回 

１ 割  6 1 7 円 / 回 

２割  1 , 2 3 4円 /回 

３割  1 , 8 5 1円 /回 

入退所前連携加算 

（Ⅱ） 

居宅介護支援事業者に診療情報を含め文章を

添えて、地域密着型サービスに情報を提供、調

整をした場合 
4,108円/回 

１ 割  4 1 1 円 / 回 

２ 割  8 2 2 円 / 回 

３割  1 , 2 3 3円 /回 



 

安全対策体制加算 
施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全

対策を実施する体制が整備されている場合 
206円/回 

１ 割  2 1 円 / 回 

２ 割  4 2 円 / 回 

３ 割  6 3 円 / 回 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

介護職員のうち介護福祉士の資格を有する者が

８０％以上である場合 
226円/日 

１ 割  2 3 円 / 日 

２ 割  4 5 円 / 日 

３ 割  6 8 円 / 日 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 

介護職員のうち介護福祉士の資格を有する者が

６０％以上である場合 
185円/日 

１ 割  1 9 円 / 日 

２ 割  3 8 円 / 日 

３ 割  5 7 円 / 日 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 

介護職員のうち介護福祉士の資格を有する者が

５０％以上である場合 
62/日 

１ 割  6 円 / 日 

２ 割  1 2 円 / 日 

３ 割  1 8 円 / 日 

夜勤職員配置加算 
夜勤を行う看護・介護職員を必要数以上配置し

ている場合 
247円/日 

１ 割  2 5 円 / 日 

２ 割  5 0 円 / 日 

３ 割  7 5 円 / 日 

生産性向上推進加算 

（Ⅰ） 

全ご利用者に見守り機器を複数導入し、業務改

善に取り組み、データを提出した場合 
1030円/月 

１ 割  1 1 0 円 / 月 

２ 割  2 2 0 円 / 月 

３ 割  3 3 0 円 / 月 

生産性向上推進加算 

（Ⅱ） 

見守り機器等のテクノロジーを導入し、業務改善

に取り組み、データを提出した場合 
103円/月 

１ 割  1 1 円 / 月 

２ 割  2 2 円 / 月 

３ 割  3 3 円 / 月 

高齢者施設等感染対

策向上加算（Ⅰ） 

協定指定医療機関との間で新興感染症の発生

時等の対応を行う体制を確保している場合 
1,027円/月 

１ 割  1 0 3 円 / 月 

２ 割  2 0 6 円 / 月 

３ 割  3 0 9 円 / 月 

高齢者施設等感染対

策向上加算(Ⅱ) 

医療機関から3年に1回以上、感染対策に関する

実地指導を受けている場合 
514円/月 

１ 割  5 2 円 / 月 

２ 割  1 0 4 円 / 月 

３ 割  1 5 6 円 / 月 

外泊時に 

在宅サービスを 

利用した時の費用 

入居者が外泊中に在宅サービスを利用した場合 8,216円/日 

１ 割  8 2 2 円 / 日 

２ 割  1 , 6 4 4 円 / 日 

３ 割  2 , 4 6 6 円 / 日 

外泊時費用 
外泊した場合（月に原則６回、月をまたぐ場合は

最大１２日まで） 
3,718円/日 

１ 割  3 7 2 円 / 日 

２ 割  7 4 4 円 / 日 

３割  1 , 1 1 6円 /日 

介護職員等 

処遇改善加算 

 

当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

 

*** 

左記の１割 

左記の２割 

左記の３割 

注３）当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

注４）負担限度額認定証は施設に提出された月から算定とさせていただきます。 

※上記金額の自己負担額については、1 日または 1 回あたりの介護報酬単価数に地域単価数 (１０．２７)を乗じ、介護

保険負担割合証の負担割合相当額を切り上げて算出するため、ご利用回数等により変動がございます。 



 

 

（２）その他の費用 

①「居住費」及び「食費」と特別なサービスの利用料 

食 費 

ア 基本料金 １日につき１，９００円 

（ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている額とします

） 

イ 入所者が選定する特別な食事に関する費用の額 

予め入所者の選択により外食・外注食をされる場合は、当該額は提供毎の食事の価格とし

ます。 

居住費 

従来型個室（１日につき） １，７２８円 

多 床 室（１日につき）   ７１０円 

（ただし、介護保険負担額認定証の発行を受けている方は、記載されている額とします） 

特別な療養室料 

個室利用を希望される場合にお支払い頂きます。 

なお、個室をご利用の場合、外泊時にもご請求します。 

個室    （１日につき） ２，０４６円 

日用品費 
石鹸、洗剤、シャンプー、トイレットペーパー等の実費相当分 

（１日につき） ２６０円  

教養娯楽費 
クラブ活動やレクリエーション用娯楽材料費等 

（１日につき） １８０円  

理美容代 ２，７００円/回 業者に委託 

複写サービス サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合 （１頁１１円） 

電気代 テレビ、電気髭剃りなどを使用した場合  ６０円/個  

洗濯代 外部業者に委託 ４，９５０円/月 

文書料 文書作成料 ５，５００円/通 

行事費 特別な行事で費用が発生した場合 

イヤホン代 イヤホン購入した場合 ３３０円/個 

健康管理費 インフルエンザ予防接種等にかかる費用 （１回につき） 実費 

 

８．請求及び支払方法 

〈支払い方法について〉 

①支払い方法：銀行振込またはゆうちょ銀行口座引落 

ゆうちょ銀行口座引落をご希望される方は、申込書類が必要となりますので、事務所までお声掛けく

ださい。ゆうちょ銀行口座引落の手続きには、ゆうちょ銀行窓口での申込後、当施設でも、システムの

設定があり、時間を要す為、引落開始月が遅れる場合がございます。初回の請求書内に、その月の

支払いが引落か、引落対応できず振込となるかの文書を添付致しますので、ご確認くださいますよう、

よろしくお願い致します。 

②請求書郵送期間：毎月１５日前後に、前月分の請求書を郵送します。 

③支払い期限 

【銀行振込の場合】月の末日までに振込をお願い致します。 

【ゆうちょ銀行口座引落の場合】引落日は１８日です。１８日が、休日（土・日・祝）だった場合、翌営業

日が引落日となります。 

〈領収印対応について〉 

【銀行振込の場合】振込後、事務所に請求書をご持参ください。 

【ゆうちょ銀行口座引落の場合】引落翌日以降（１９日以降）に、事務所に請求書をご持参ください。な

お、１８日が休日（土・日・祝）だった場合、領収印の押印日も前後しますので、ご容赦ください。 


